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1. ソフトコンポーネントを計画する背景 

「ミャンマー国カチン州・チン州道路建設機材整備計画」（以下、本計画と称す）は、ミャン

マー連邦共和国（以下、ミャンマーと称す）の中で特に開発が遅れているカチン州及びチン州

の地域開発を目標とし、両州の整備対象道路において実施機関である建設省道路局（以下、道

路局と称す）が直営道路工事を行うための建設機材、試験機材及び訓練機材等を調達するもの

である。 

本ソフトコンポーネントは、本計画による機材調達を踏まえ、道路局による①建設機材の適

切な運用・維持管理、②道路整備における 新建設機材の適正配置・活用、③山岳道路法面施

工の技術習得、④土木技師・技能工訓練機関の能力向上を狙い計画するものである。以下に、

これらソフトコンポーネントが必要である背景について記す。 

カチン州及びチン州における道路の建設・維持管理のための既存建設機材は、道路局機械部

上ミャンマー事務所のマンダレー機材管理センター（マンダレー市）において一元的に管理さ

れており、同管理センターの管轄下にある各州に配備されている。各州に配置された機材は、

機械部から州内各地に配置された機材管理担当者により管理されているが、現状は紙による台

帳管理であり、システム上の問題が散見される。このような状況を踏まえ、本計画により調達

される建設機材が効率的に運用・維持管理されるためには、道路局現状の管理方法を先進の機

材管理システムに改善することが肝要である。 

上記機材管理システムを運用のもと、本計画により調達する 新建設機材の性能を十分に発

揮し、安全かつ高品質な道路整備を実現するためには、施工内容及び手順に応じた機材の適正

配置を行うとともに、適切な機材運転・操作技術を習得することが必要となる。そのため、道

路局工事担当技術者の工事管理能力ならびに施工技術の向上を図るため、カチン州及びチン州

整備対象道路の一部区間においてパイロット施工を実施することが肝要である。本パイロット

施工は、建設サイトの現地条件に応じた実践的な施工技術指導を行ううえで有効であるほか、

機材管理システム実践訓練の場としても活用可能である。そのため、機材管理担当者が同シス

テムの効率運用を継続していくための手法について、パイロット施工を通じてさらに習熟度を

深めることが期待できる。 

また、本計画対象地のうちチン州は、山岳地域ゆえ地山掘削を伴う道路整備が必要であるこ

とから、本計画により法面補強用の機材（コンクリート吹付機）を調達することとしている。

本機材は、雨期に各所で地すべりや法面崩壊が頻発する整備対象道路において、安定した法面

対策を施すうえで非常に有効である。一方で、道路局には法面に関する技術的知見が不足して

おり、法面安定や補強対策を講じた実績がほとんどないのが現状である。そのため、本計画調

達機材により適切な法面対策を講じるための技術向上が必要である。これを踏まえ、法面の調

査・設計・施工一連の手法について基礎技術を習得するとともに、チン州整備対象道路の一部

法面箇所を対象にしたパイロット施工を実施することにより、調達機材を有効に活用するため

の手法について指導することが肝要である。 

カチン州及びチン州整備対象道路の建設サイトに配置する機材の調達に加え、本計画では、
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両州道路工事の品質と安全を向上するうえで求められる人材の育成を図るため、建設省中央訓

練センターに対して土木技師・技能工訓練用の訓練機材を調達することとしている。これを踏

まえ、中央訓練センターにおいてこれら訓練機材を効率的に活用するべく、各訓練コースを通

じた技術指導を実施することが肝要である。また、各訓練コースにおける研修の一環として、

道路・橋梁の工事中に発生しうる事故事例を紹介するとともに、事故の危険回避ならびに安全

確保のための知見や各種対策を指導する。これらの活動を通じて、我が国が有する安全確保の

ノウハウを中央訓練センターに蓄積させることにより、ソフトコンポーネント完了後に同セン

ターが継続して訓練プログラムを実施するにあたり、各職種に求められる技術・技能だけでな

く高い安全意識を備えた良質な人材を輩出するための組織能力向上に寄与するものである。 

2. ソフトコンポーネントの目標 

上記の背景を踏まえ、プロジェクトの効果発現と持続可能性の観点から以下の目標を設定す

る。 

目標-1 

本計画にて調達予定の建設機材が、既存保有機材及びスペアパーツとともに効率的な運用・

維持管理のもとに置かれる。 

目標-2 

本計画にて調達予定の建設機材が、適切に道路整備に配置されるとともに、その施工性能を

十分に発揮して活用される。 

目標-3 

本計画にて調達予定のコンクリート吹付機を活用した適切な法面施工技術を習得することに

より、山岳道路の法面が適切に施工される。 

目標-4 

中央訓練センター調達機材を活用した効率的な訓練手法について技術指導することにより、

さらに良質な人材育成が可能となる。 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 

本計画によるソフトコンポーネント完了時の直接的成果を以下に記す。 
 

成果 1： マンダレー機材管理センター職員が、本計画調達機材の稼働状況、スペアパ

ーツ在庫状況等について統括管理するためのシステムが構築される。 
（「2. ソフトコンポーネントの目標」のうち、目標-1 に対する成果） 

成果 2： カチン州及びチン州道路局職員が機材ヤード及び建設サイトに配置される機

材の稼働状況、メンテナンスの必要性・緊急性を把握し、マンダレー機材管

理センターとの体系的な管理手法を習得することにより故障時においても迅

速な対応ができるようになる。 
（「2. ソフトコンポーネントの目標」のうち、目標-1 に対する成果） 
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成果 3： カチン州及びチン州道路局職員の道路建設にかかる施工管理能力が向上する

とともに、本計画調達機材の性能を十分に発揮するための施工技術が習得さ

れる。 
（「2. ソフトコンポーネントの目標」のうち、目標-2 に対する成果） 

成果 4： 道路局の道路系技術職員が法面の安定性に配慮した測量・調査・設計・施工・

維持管理の技術を習得し、本計画調達機材を適切に運用出来るようになる。

（「2. ソフトコンポーネントの目標」のうち、目標-3 に対する成果） 

成果 5： 建設省中央訓練センター職員が、本計画にて調達する訓練機材を活用した効

果的な訓練手法を習得するとともに、工事中の安全確保のための指導が行え

るようになる。 
（「2. ソフトコンポーネントの目標」のうち、目標-4 に対する成果） 

 

4. 成果達成度の確認方法 

本計画によるソフトコンポーネントの成果達成度を確認するため、成果毎の確認項目を以下

の通り設定する。達成度の確認にあたっては、ソフトコンポーネント対象者への事前・事後の

アンケート調査により評価を行う。 
 

成果 達成度の確認項目 

成果 1： 

マンダレー機材管理センター職員が、本計画

調達機材の稼働状況、スペアパーツ在庫状況

等について統括管理するためのシステムが構

築される。 

1. 本計画調達機材及びスペアパーツの稼働状況、在庫状況を

適切に把握できるか。 
2. データベースを活用した台帳管理の手法・手順を理解し、

正確なデータ管理を実施できるか。 
3. 過不足なくスペアパーツを備蓄するための調達計画を理

解できるか。 
4. 本調達機材の管理手法を基に、カチン州及びチン州の既存

保有機材をリスト化することにより配置状況、稼働状況を

管理できるか。 
5. 管理対象を管轄下の既存保有機材に拡大できる能力を習

得したか。 
成果 2： 

カチン州及びチン州道路局職員が機材ヤード

及び建設サイトに配置される機材の稼働状

況、メンテナンスの必要性・緊急性を把握し、

マンダレー機材管理センターとの体系的な管

理手法を習得することにより故障時において

も迅速な対応ができるようになる。 

1. 本計画調達機材及びスペアパーツの稼働状況、在庫状況を

適切に把握できるか。 
2. データベースを活用した台帳管理の手法・手順を理解し、

正確なデータ管理を実施できるか。 
3. 機材管理状況について機材管理センターへの定例報告の

重要度を理解し、実践しているか。 
4. 本調達機材の管理手法を基に、州内の既存保有機材をリス

ト化することにより配置状況、稼働状況を管理できるか。

5. 調達機材の長期運用のため、機材メンテナンスやスペアパ

ーツの交換時期について台帳管理システムを有効活用で

きるか。 
成果 3： 
カチン州及びチン州道路局職員の道路建設に

かかる施工管理能力が向上するとともに、本

計画調達機材の性能を十分に発揮するための

施工技術が習得される。 

1. 施工サイトにおいて本調達機材を安全かつ適切に運転で

きるか。 
2. 本調達機材の機能・性能を十分に発揮し、土工・舗装の締

固め品質、及び平坦性を向上した施工ができるか。 
3. 設計図書・仕様通りの工事材料を調達し、安全監理を含む

施工計画に沿った施工が実施できるか。 
成果 4： 
道路局の道路系技術職員が法面の安定性に配

慮した測量・調査・設計・施工・維持管理の

技術を習得し、本計画調達機材を適切に運用

1. 道路法面の保護・補強対策について、目的・性能・適用条

件を理解したか。 
2. 斜面の安定対策に必要な、測量・調査・設計（安定計算）・

施工および維持管理手法について理解し、実施出来るか。
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出来るようになる。 3. コンクリート吹付機および調査試験機器を操作して、所定

の成果が得られるか。 
成果 5：建設省中央訓練センターが、本計画

にて調達する訓練機材を活用した効率的かつ

先進的な訓練手法を習得するとともに、工事

中の安全確保のための指導が行えるようにな

る。 

1. 中央訓練センターの講師が、本計画にて調達する訓練機材

を活用した実技指導ならびに安全指導を行えるか。 
2. 中央訓練センターの研修生が、本計画にて調達する訓練機

材を活用し、建設サイトにおいて各自の役割を果たすため

の技術・技能を習得したか。 
3. 中央訓練センターが有する既存訓練プログラムに基づき、

本計画調達機材を活用のうえさらに効果的な訓練プログ

ラムについて本活動関係者が協議・分析し、必要に応じて

訓練プログラムの改訂案を提案できたか。 

 

5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

(1) 活動内容 

本ソフトコンポーネントにおける活動内容を以下に示す。 

 

活動項目 実施機関の対象組織 該当する成果

(1) 機材運用・維持管理シス

テムの改善 

機械部上ミャンマー事務所、カチン州事務所

及びチン州事務所機材担当チーム 
成果 1, 2 

(2) 道路パイロット施工 
カチン州事務所及びチン州事務所の道路建

設チーム 
成果 3 

(3) 法面安定・補強対策 道路局本省、道路試験研究所、チン州事務所 成果 4 

(4) 中央訓練センター研修 中央訓練センター 成果 5 

本計画のソフトコンポーネントは、上表に示す対象組織を対象とした受注コンサルタントに

よる直接支援型とし、ソフトコンポーネントの成果を達成するための活動内容を成果毎に以下

に記す。 

1) 成果 1 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

機材台帳システム管理者、メカニック 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

保有機材やスペアパーツの在庫管理を紙によ

り行っているため、必要な情報の取り出しが

容易ではなく効率的とは言えない。 

パソコンのデータベースを有効に活用するこ

とにより、保有機材やスペアパーツの出入庫

管理を容易に行うとともに、機材の維持管理

サイクルやスペアパーツ調達時期等を効率的

に計画する。 
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(c) 対象者 

マンダレー機材管理センター担当職員、カチン州及びチン州担当職員等（合計約 30 名） 

※上ミャンマー地域の担当職員を対象とした研修であるが、下ミャンマー地域の機材中央組織であるマヤ

ンゴン機材管理センター（ヤンゴン市）担当職員も参加させる。これは、「平成 24 年度ミャンマー国カ

レン州道路建設機材整備計画」のソフトコンポーネントにより、機材管理センターにおける機材管理シ

ステム強化を目的とした研修を実施済みであることから、組織全体としての技術の水平展開を図るため

である。 

(d) 実施方法 
 

実施場所 マンダレー機材管理センター（マンダレー市） 

実施期間 国内作業：なし 

現地作業：1.16 ヶ月（全 2 回） 

第 1 回目：実技指導 0.83 ヶ月（活動日 16 日、移動日 5 日（国際線 3 日、国

内移動 2 日）、休日 4 日） 

第 2 回目：評価・フォローアップ 0.33 ヶ月（活動日 5 日、移動日 3 日、休日

2 日） 

活用教材 - 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

- 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

実習用機材 - デスクトップパソコン 4 台 

- 管理データベース（汎用ソフトウェア） 

※ 調達するソフトウェアとしては操作性に優れた「FileMaker」を推奨する。

活動内容 本研修は、調達機材の長期的にわたる効率的運用ノウハウを確実に習得するた

め、実技指導ならびに評価・フォローアップの計 2 回、研修活動を実施する。

以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目： 

本計画調達機材及びスペアパーツの台帳管理データベースを導入し、管理シス

テムの運用ノウハウを習得させるために上記 2 つのマニュアルに沿って研修を

行う。 

実施時期は本計画調達機材の搬入前とし、主な研修内容は以下の通りである。

- データベースソフトウェアの概要説明、オリエンテーション：1 日間 

- 機材諸元（メーカー・モデル、調達先、登録番号等）のデータ入力 

：3 日間 

- 機材の稼働状況、出入庫管理：2 日間 

- スペアパーツ、消耗品の在庫管理：3 日間 

- 定期点検・メンテナンスの実施計画：2 日間 

（稼働時間、走行距離等による実施計画を立てる） 

- 定期点検・メンテナンスの実施記録：2 日間 
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- 管轄地域事務所からの定例報告をシステムに反映し、管轄下にある機材

の配置状況、稼働状況等を一元管理（本ソフトコンポーネントにおいて

はカチン州及びチン州の本計画調達機材を対象）：1 日間 

- 上記活動を対象者自らが実施するためのフォローアップ：2 日間 

 

なお、機材管理センターでの第 1 回目研修終了後、デスクトップパソコン 4 台

のうち 2 台を機材管理センターに残し、残り 1 台ずつをカチン州事務所及びチ

ン州事務所に配置する。 

 

第 2回目： 

第 1 回目の研修で習得したノウハウを用いてのデータベース活用状況について

確認及び評価を行う。特に、将来的には本計画調達機材だけでなく、本システ

ムによる管理対象をマンダレー機材管理センター保有機材に拡大した統括管理

を実現する必要があることから、同センターが自立してシステムを活用できる

かを念頭に習熟度を評価し必要に応じてフォローアップを行う。 

現地での活動は、評価に 3 日、フォローアップに 2 日の合計 5 日間とする。 

 

2) 成果 2 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

機材台帳システム管理者、メカニック 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

配置機材の故障や老朽化により稼働できない

機材があるが、簡易メンテナンスの設備が不

十分であり、さらに上ミャンマー地域の中央

組織であるマンダレー機材管理センターから

本計画により調達される移動式ワークショッ

プの活用により日常の簡易メンテナンスを適

切に行う。また、機材の長期運用のため、パ

ソコンのデータベースにより配置機材の稼働

管理データベースの入力フォーム
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のスペアパーツ供給が遅れがちであることか

ら、適切な維持管理の実施及び故障時の迅速

な修理が課題となっている。 

状況等を適切に管理し、マンダレー機材管理

センター及びカチン州事務所・チン州事務所

にそれぞれ定例報告を行う。 

(c) 対象者 

カチン州及びチン州各事務所の機材担当職員（各事務所約 20 名） 

(d) 実施方法 
 

実施場所 カチン州事務所、チン州事務所 

実施期間 国内作業：なし 

現地作業：2.54 ヶ月（全 2 回） 

第 1 回目：実技指導 1.67 ヶ月（活動日 18 日×2 箇所、移動日 6 日、休日 8

日） 

第 2 回目：評価・フォローアップ 0.87 ヶ月（活動日 6 日×2 箇所、移動日 6

日、休日 8 日） 

活用教材 - 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

- 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

実習用機材 - デスクトップパソコン 各事務所 1 台 

- 管理データベース（汎用ソフトウェア） 

※上記機材はマンダレー機材管理センターから配置移動したものを流用す

る。 

活動内容 本研修は、調達機材の長期的にわたる効率的運用ノウハウを確実に習得するた

め、実技指導ならびに評価・フォローアップの計 2 回、研修活動を実施する。

以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目： 

本計画調達機材及びスペアパーツの台帳管理データベースを導入し、管理シス

テムの運用ノウハウを習得するために上記 2 つのマニュアルに沿って研修を行

う。 

本ソフトコンポーネントでは、計画の一環としてカチン州及びチン州整備対象

道路の一部区間においてパイロット施工を実施することから、本計画調達機材

の施工サイトへの配置をケーススタディとする。 

実施時期は本計画調達機材の引渡し時とし、カチン州事務所及びチン州事務所

それぞれの主な研修内容は以下の通りである。 

- データベースソフトウェアの概要説明、オリエンテーション：1 日間 

- 機材諸元（メーカー・モデル、調達先、登録番号等）の入力データ確認

：2 日間 

- 機材の稼働状況、出入庫管理：2 日間 

- スペアパーツ、消耗品の在庫管理：3 日間 

- 機材の稼働時間、燃料・オイル消費量の管理：2 日間 

A5-9



8 

- 定期点検・メンテナンスの実施計画：3 日間 

（稼働時間、走行距離等による実施計画を立てる） 

- 定期点検・メンテナンスの実施記録：2 日間 

- 本計画調達機材の配置状況、稼働状況、メンテナンス記録等についてヤ

ンゴン市の機材管理センターに定例報告：1 日間 

- 上記活動を対象者自らが実施するためのフォローアップ：2 日間 

 

第 2回目： 

第 1 回目の研修で習得したノウハウを用いてのデータベース活用状況について

確認及び評価を行う。 

また、既にカチン州及びチン州内に配置されている保有機材を管理システムに

リスト化する作業を支援する。これは、将来的に本計画調達機材だけでなく、

本管理システムにより州内すべての保有機材を管理対象とするための支援であ

り、各州の機材担当者が自立してシステムを活用できるかを念頭に習熟度を評

価し必要に応じてフォローアップを行う。 

現地での活動は、評価 4 日、フォローアップ 2 日の合計 6 日間をカチン州及び

チン州の 2 箇所で行うものとする。 

 

3) 成果 3 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

道路エンジニア、機材オペレータ 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

既存の保有機材を用いて舗装工事を実施でき

る。 
本計画により調達される 新建設機材を効率

的に活用することでより品質の高い道路を施

工することができる。 

(c) 対象者 

カチン州及びチン州各事務所の道路担当エンジニア、機材オペレータ 

(d) 実施方法 
 

実施場所 カチン州及びチン州の各整備対象道路のうち、それぞれ約 200m 区間 

実施期間 国内作業：なし 

現地作業：5.17 ヶ月（全 2 回） 

第 1 回目：1.17 ヶ月（道路パイロット施工準備 活動日 10 日×2 箇所、移動

日 9 日（国際線 3 日、国内移動 6 日）、休日 6 日） 

第 2 回目：4.0 ヶ月（道路パイロット施工指導 カチン州・チン州各 2.0 ヶ月）
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活用教材 - 道路施工の手引き 

実習用機材 - 本計画にて調達予定の道路建設機材 

活動内容 本道路パイロット施工は、施工時における現地指導のほか、施工計画・資機材

調達等の準備内容について事前に道路局と確認・協議を行うことが必要である

ことから、計 2 回の現地活動を実施する。 

以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目： 

道路パイロット施工を円滑に開始するため、実施機関である道路局の関係者と

協議を行い、予算状況、施工計画、工事材料の調達状況等について確認する。

 

第 2回目： 

道路パイロット施工を通じて以下の技術指導を行う。 

- 作業工程、現場状況に応じた効率的な機材投入 

- 現場状況に応じ本計画調達機材の施工性能を発揮するための運転操作 

- 機材管理センター及び州事務所への機材状況の適宜報告 

- 施工時の安全対策指導（交通規制、重機周りへの立ち入り防止措置等）

 

 
カチン州道路パイロット施工予定路線 

 
チン州道路パイロット施工予定路線 
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4) 成果 4 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

法面エンジニア、機材オペレータ 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

ミャンマーの山岳道路においては法面対策が

必要であるにも関わらず、実績が無い。 
法面安定化について知見を有し、必要な対策

を講じることが出来る。 

(c) 対象者 

道路局本省、道路試験研究所及びチン州事務所の道路エンジニア、機材オペレータ（合計

約 20 名） 

(d) 実施方法 
 

実施場所 道路局本省（ネピドー）、道路試験研究所（ヤンゴン）、チン州事務所 

実施期間 国内作業：1.0 ヶ月（活動日 10 日×2 名） 

現地作業：5.7 ヶ月（全 2 回） 

第 1 回目：2.7 ヶ月 

技術講習 0.7 ヶ月×2 名+0.4 ヶ月×1 名 

※実施場所：道路局本省（ネピドー）、道路試験研究所（ヤンゴン）

現地調査指導 0.3 ヶ月×3 名 

第 2 回目：3.0 ヶ月 

測量・掘削整形 1.5 ヶ月×1 名 

法面保護工 1.5 ヶ月×1 名 

活用教材 - 道路法面の測量・調査・安定検討・設計・施工基礎資料 

- 道路法面保護工施工の手引き 

実習用機材 - 本計画にて調達予定のコンクリート吹付機、測量機器、ボーリングマシン 
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活動内容 本研修の現地活動として、第 1 回目に 2 会場において法面基礎概論の座学と地

質調査を含むパイロット施工準備を行い、第 2 回目に法面保護パイロット施工

を実施する。パイロット施工準備は、設計・施工計画グループとボ－リング調

査グループに分けて行う。 

以下に、各活動内容を示す。 

 

国内作業 

国内準備作業として、「道路法面の測量・調査・安定検討・設計・施工基礎資料」、

「道路法面保護工施工の手引き」等の教材を作成する。 

 

現地作業 

第 1回目： 

技術講習：道路局本省（ネピドー）5 日間、道路試験研究所（ヤンゴン）5

日間 

- 法面補強工法概要講習 

- 測量・地質調査講習 

- 斜面安定度評価講習 

- 設計施工技術講習 

- 道路法面管理手法講習 

現地法面評価方法実習：チン州 7 日間 

- 測量・安定度評価・法面補強施工計画・道路管理グループ 

- ボ－リング調査・斜面モニタリンググループ 

第 2回目： 

法面保護パイロット施工を通じて以下の技術指導を行う。 

- 測量・掘削整形指導 

- 法面保護工（モルタル吹付）指導 

 

チン州法面保護パイロット施工予定路線 
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5) 成果 5 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

土木技師・技能工指導者 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

既存訓練機材は人力施工のための簡素な機材

である。そのため、効率的かつ安全を確保し

た施工を行うための土木技師・技能工を育成

するための訓練が実施されていない。 

本計画により調達される訓練機材を効率的に

活用することで、より良質な人材を育成する

ことができる。 

(c) 対象者 

中央訓練センター講師、土木技師・技能工等の訓練生（訓練コース毎に約 30～50 名） 

(d) 実施方法 
 

実施場所 中央訓練センター 

実施期間 国内作業：1.5 ヶ月（全 2 回） 

第 1 回目：0.5 ヶ月×2 名 

第 2 回目：0.5 ヶ月×1 名 

 

現地作業：18.4 ヶ月（全 5 回） 

第 1 回目：1.0 ヶ月（0.5 ヶ月×2 名） 

道路局本省（ネピドー）及び中央訓練センター（ヤンゴン）との

事前協議・研修準備等（活動日 6 日、移動日 5 日（国際線 3 日、

国内移動 2 日）、休日 4 日） 

第 2 回目：6.3 ヶ月 

実施計画及びモニタリング 0.3 ヶ月（1 名） 

訓練実施管理及び安全管理計画 2.0 ヶ月（1 名） 

訓練プログラム計画 2.0 ヶ月（1 名） 

実技指導 2.0 ヶ月（1.0 ヶ月×1 名×2 コース） 

第 3 回目：2.2 ヶ月 

モニタリング 0.2 ヶ月（1 名） 

モデル施工計画・安全管理指導 1.0 ヶ月（1 名） 

訓練計画・中間フォローアップ 1.0 ヶ月（1 名） 

第 4 回目：8.0 ヶ月 

実施計画及びモニタリング 0.3 ヶ月（1 名） 

訓練実施管理及び安全管理計画 2.5 ヶ月（1 名） 

訓練プログラム計画 1.0 ヶ月（1 名） 
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実技指導 4.2 ヶ月（0.7 ヶ月×1 名×6 コース） 

第 5 回目：0.9 ヶ月 

モニタリング 0.2 ヶ月（1 名） 

訓練プログラム計画 0.7 ヶ月（1 名） 

活用教材 - 施工の手引き（型枠大工、コンクリート工、道路工、鉄筋工、足場工） 

- 道路工事安全の手引き 

実習用機材 - 中央訓練センター向けの調達機材 

活動内容 本研修は、中央訓練センターの各種訓練コースのうち、道路・橋梁建設及び維

持管理に関連する 6 つの訓練コース（測量、鉄筋工、型枠大工、コンクリート

工、足場工、道路工）を対象とし、各コースにおいて安全対策指導を含む技能

訓練を実施する。また、中央訓練センターならびに同センター組織下の機械訓

練センター（ヤンゴン市インセイン地区）において、訓練プログラム改善案の

とりまとめを行う。 

以下に、各活動内容を示す。 

 

国内作業 

国内準備作業として、「施工の手引き」、「道路工事安全の手引き」等の訓練教材

を作成する。 

 

現地作業 

第 1回目： 

道路局本省（ネピドー）及び中央訓練センター（ヤンゴン）において、以下の

活動を実施する。 

- オリエンテーション、活動計画説明 

- 事前協議・研修準備 

 

第 2回目： 

中央訓練センターにおいて、以下の活動を実施する。 

- 研修終了時総括及びモニタリング 

- 安全対策指導 

- 訓練プログラムの分析・改善案協議 

- 型枠大工 

座学：型枠基礎、各部材の役割等 

実技：各器具の取扱指導、型枠組立・解体演習等 

- 足場工 

座学：足場基礎、各部材の役割等 

実技：足場組立・解体実技、転落防止措置等 

 

第 3回目： 
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中央訓練センターにおいて、以下の活動を実施する。 

- 研修終了時総括及びモニタリング 

- モデル施工（実構造物）計画・安全管理指導 

- モデル施工訓練計画、訓練プログラムの分析・改善案協議 

- 中間フォローアップ 

※ 上記モデル施工計画は、第 4 回目現地活動時において実施する実構造物施

工実習を計画するものであり、①測量、②鉄筋工、③型枠工、④コンクリ

ート工、⑤足場工を対象とした施工手順の技術習得を図るものである。 

 

第 4回目： 

中央訓練センターにおいて、以下の活動を実施する。 

- 研修終了時総括及びモニタリング 

- モデル施工指導・安全対策指導 

- 訓練プログラムの分析・改善案協議 

- 土木技師（測量） 

座学：測量基礎 

実技：モデル施工を通じた測量実技演習等 

- 鉄筋工 

座学：鉄筋基礎、各配置鉄筋の役割 

実技：鉄筋加工機・切断機取扱指導、モデル施工等 

- 型枠大工 

座学：型枠基礎の復習、各部材の役割等 

実技：各器具の取扱指導、モデル施工等 

- コンクリート工 

座学：コンクリート材料の特性、締固めの目的、打設時の留意点等 

実技：バイブレータ取扱指導、モデル施工等 

- 道路工 

座学：舗装の損傷事例・補修内容、補修材料等 

実技：各器具の取扱指導、実践補修等 

- 足場工 

座学：足場基礎の復習、各部材の役割等 

実技：足場組立・解体実技、転落防止措置、モデル施工等 

 

第 5回目： 

中央訓練センター及び機械訓練センターにおいて、以下の活動を実施する。 

- 研修終了時総括及びモニタリング 

- オペレータ訓練プログラムの分析・改善案協議 
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(2) 実施リソース 

1) 日本側 

ソフトコンポーネントを実施するために派遣する日本人技術者の担当分野、人数、派遣期

間、及び主な活動内容について以下に記す。 

【日本人技術者】 

担当分野 人数 期間（M/M） 主な活動内容 
成果 1 及び 2 に対する従事者  

機材計画 
（日本人技術者） 

1 名 
 

1 回目：2.5M/M 
2 回目：1.2M/M 
合計： 3.7M/M 

1 回目：台帳管理システムの研修指導 
2 回目：システム活用状況の確認・評価

成果 3 に対する従事者  

道路計画 
（日本人技術者） 

1 名 
2 名 

1 回目：1.17M/M 
2 回目：4.0M/M 
（2.0M/M×2 名） 
合計： 5.17M/M 

1 回目：パイロット施工準備 
2 回目：パイロット施工指導 

成果 4 に対する従事者  

法面計画 
（日本人技術者） 

3 名 
 
 

2 名 
 

2 名 

1 回目：2.7M/M 
（ 1.0M/M × 2 名

+0.7M/M×1 名） 
2 回目：3.0M/M 
（1.5M/M×2 名） 
国内作業：1.0M/M 
（0.5M/M×2 名） 
合計： 6.7M/M 

1 回目：法面基礎概論の座学と現地指導
 
 
2 回目：パイロット施工 
 
国内作業：教材作成・研修準備 

成果 5 に対する従事者  

実施計画／モニタ

リング 
（日本人技術者） 

1 名 
 

1 回目：0.3M/M 
2 回目：0.2M/M 
3 回目：0.3M/M 
4 回目：0.2M/M 
合計： 1.0M/M 

1 回目：研修終了時総括・モニタリング

2 回目：研修終了時総括・モニタリング

3 回目：研修終了時総括・モニタリング

4 回目：研修完了時総括・モニタリング

訓練実施管理／安

全管理計画 
（日本人技術者） 

1 名 1 回目：0.5M/M 
2 回目：2.0M/M 
3 回目：1.0M/M 
4 回目：2.5M/M 
国内作業：1.0M/M 
（0.5M/M×2 回） 
合計：7.0M/M 

1 回目：事前協議・研修準備 
2 回目：安全対策指導 
3 回目：モデル施工計画・安全対策指導

4 回目：モデル施工指導・安全対策指導

国内作業：教材作成・研修準備 
 

訓練プログラム計

画 
（日本人技術者） 

1 名 1 回目：0.5M/M 
2 回目：2.0M/M 
3 回目：1.0M/M 
4 回目：1.0M/M 
 
5 回目：0.7M/M 
 
国内作業：0.5M/M 
合計： 5.7M/M 

1 回目：事前協議・研修準備 
2 回目：訓練プログラムの分析・協議 
3 回目：訓練計画・中間フォローアップ

4 回目：土木技師・技能工訓練プログラ

ム改善案まとめ 
5 回目：オペレータ訓練プログラム改善

案まとめ 
国内作業：教材作成・研修準備 
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技能工指導員 
（日本人技術者） 

2 名 
 

6 名 

1 回目：2.0M/M 
（1.0M/M×2 名） 
2 回目：4.2M/M 
（0.7M/M×6 名） 
合計： 6.2M/M 

1 回目：実技指導 
 
2 回目：実技指導 

また、現地傭人として、通訳及び日本人技術者の作業補助要員を以下の通り傭上する。 

【現地傭人】 

担当分野 人数 期間（M/M） 主な活動内容 
成果 1 及び 2 に対する従事者  

通訳（英緬） 
（現地傭人） 

1 名 
 

1 回目：2.4M/M 
2 回目：1.1M/M 
合計： 3.5M/M 

機材計画（日本人技術者）の通訳 
- 研修時の英緬通訳 
- 教材等の翻訳 

成果 3 に対する従事者  

通訳（英緬） 
（現地傭人） 

1 名 
2 名 

1 回目：1.07M/M 
2 回目：3.8M/M 
（1.9M/M×2 名） 
合計： 4.87M/M 

道路計画（日本人技術者）の通訳 
- パイロット施工時の英緬通訳 
- 教材等の翻訳 

成果 4 に対する従事者  

通訳（日緬） 
（現地傭人） 

1 名 
 

1 回目：0.9M/M 
2 回目：2.4M/M 
合計： 3.3M/M 

法面計画（日本人技術者）の通訳 
- 研修、パイロット施工時の日緬通訳

- 教材等の翻訳 
通訳（日緬） 
（現地傭人） 

1 名 
 

1 回目：0.6M/M 
合計： 0.6M/M 

法面計画（日本人技術者）の通訳 
- 測量及びボーリング調査の日緬通訳

作業補助要員 
（現地傭人） 

1 名 1 回目：0.9M/M 
2 回目：2.4M/M 
合計： 3.3M/M 

法面計画（日本人技術者）の作業補助 
- 測量補助 
- パイロット施工補助 

成果 5 に対する従事者  

通訳（英緬） 
（現地傭人） 

1 名 
 
 
 

 

1 回目：0.4M/M 
2 回目：1.9M/M 
3 回目：0.9M/M 
4 回目：2.4M/M 
5 回目：0.6M/M 
合計：6.2M/M 

安全管理計画及び訓練プログラム計画

（日本人技術者）の通訳 
- 研修及びフォローアップ時の英緬通

訳 
- 教材等の翻訳 

通訳（日緬） 
（現地傭人） 

2 名 
 

6 名 

1 回目：1.8M/M 
（0.9M/M×2 名） 
2 回目：3.6M/M 
（0.6M/M×6 名） 
合計： 5.4M/M 

技能工指導員（日本人技術者）の通訳 
- 研修時の日緬通訳 
- 教材等の翻訳 

作業補助要員 
（現地傭人） 

1 名 1 回目：1.9M/M 
2 回目：2.4M/M 
合計： 4.3M/M 

安全管理計画及び訓練プログラム計画

（日本人技術者）の作業補助 
- 安全指導補助 
- モデル施工補助 
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2) ミャンマー側 

ソフトコンポーネントを実施するためにミャンマー側が投入すべき人材を以下に記す。 

 

担当分野 投入人数 期間 
機材管理担当 20 名程度 1 回目：2.5 ヶ月 

2 回目：1.2 ヶ月 
合計： 3.7 ヶ月 

工事責任者、道路施工担当、

作業員 
道路パイロット

施工の工種に応

じて適宜投入 

1 回目：1.17 ヶ月（作業員除く） 
2 回目：4.0 ヶ月（2.0 ヶ月×2 箇所） 
合計： 5.17 ヶ月 

法面調査・設計・施工担当 20 名程度 1 回目：1.0 ヶ月 
2 回目：2.5 ヶ月 
合計： 3.5 ヶ月 

中央訓練センター訓練担当 大 50 名程度 1 回目：0.5 ヶ月 
2 回目：2.0 ヶ月 
3 回目：1.0 ヶ月 
4 回目：2.5 ヶ月 
5 回目：0.7 ヶ月 
合計： 6.7 ヶ月 

 

(3) 成果品の種類 

1) 日本側 

 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

 道路法面の測量・調査・安定検討・設計・施工基礎資料 

 道路法面保護工施工の手引き 

 施工の手引き（型枠大工、コンクリート工、道路工、鉄筋工、足場工） 

 道路工事安全の手引き 

2) 日本側及びミャンマー側 

 機材台帳管理システムの運用フロー（中央と地方の定例報告体制等） 

 中央訓練センター研修プログラム改訂案 

 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントにおける各活動においては、以下に示す理由によりローカルリソー
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スではなく日本人技術者が相応しいと考えられる。 

 

活動項目 日本人技術者による実施の理由 

(1) 機材運用・維持管理シ

ステムの改善 

本計画調達機材のような多種にわたる建設機材をコンピュー

タで台帳管理する手法はミャンマーに普及しておらず、ローカ

ルリソースでは対応困難である。さらに、本計画調達機材の大

部分は本邦メーカー製品を想定していることから、これら調達

機材の運用・管理ノウハウ等において日本人技術者が も精通

している。 

(2) 道路パイロット施工 上記項目(1)に関連し、本邦メーカーの建設機材に精通した日本

人技術者が機材管理システムと連携のもと現地指導すること

により、本計画調達機材を用いた道路整備の品質向上を可能と

する。 

(3) 法面安定・補強対策 法面安定・補強対策に関する知見・技術はミャンマーに皆無で

あるため、法面経験豊富な日本人技術者が指導する必要があ

る。 

(4) 中央訓練センター研修 本計画により調達する訓練機材は本邦メーカー製品を想定し

ており、日本の建設現場において豊富な経験を有する熟練技術

者により、これら調達機材を活用した効果的な施工指導を行う

ことが可能となる。また、安全対策についても、我が国の豊富

な経験に基づく指導が必須である。 

以上の理由により、本ソフトコンポーネントにおいては、受注コンサルタントが直接実施す

ることが適切である。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

本ソフトコンポーネントの全体実施工程を以下に示す。 

 年 2015 2016 2017 

 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 調達工程 
                   

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト 

(1) 機材運用・維持管理シ

ステムの改善 

                   

(2) 道路パイロット施工 
                   

(3) 法面安定・補強対策 
                   

(4) 中央訓練センター研

修 

                   

報告書提出時期 
                   

注）ミャンマーでは 5 月～10 月が雨期にあたる。 

機材引渡し①▼ 機材引渡し②▼ 機材引渡し③▼

プロジェクト完工▼

成果 1,2 

成果 2 

成果 3

▼プログレスレポート

（施主） 

▼実施状況報告書

（JICA） 

ファイナルレポート▼

（施主）

完了報告書▼

（JICA）

（国内作業）

▼調達業者契約 

（国内作業）

プログレスレポート▼ 

（施主） 

実施状況報告書▼ 

（JICA） 

成果 4

▼プログレスレポート

（施主） 

▼実施状況報告書

（JICA） 
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8. 成果品の種類 

ソフトコンポーネントにより作成する成果品を以下に示す。 

 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

 道路法面の測量・調査・安定検討・設計・施工基礎資料 

 道路法面保護工施工の手引き 

 施工の手引き（型枠大工、コンクリート工、道路工、鉄筋工、足場工） 

 道路工事安全の手引き 

 中央訓練センター研修プログラム改訂案 

 ソフトコンポーネント完了報告書 

完了報告書は以下の成果品を含む。 

- 施工写真等の活動記録 

- 上記マニュアル類、システムの運用フロー 

- 実施機関職員への事前・事後アンケート結果 

- 施主に提出した Final Report 
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9. ソフトコンポーネントの概略事業費 

事業費については非公開。 

 

10. 相手国側の責務 

ソフトコンポーネントの目標が達成されるためには、ソフトコンポーネントの実施による成

果に加え相手側実施機関が果たすべき責務として以下のような項目が挙げられる。 

 ソフトコンポーネントにより習得した機材管理システムを継続的に運用するため、組織

内において習得した技術や管理手法の普及及び水平展開を行う。 

 本計画により調達した建設機材を活用して計画対象道路の整備を遅滞なく進め、機材管

理システムを活用しての効率的な機材運用・維持管理を実施する。 

 機材管理システムを活用しての運用・維持管理を適切に行うため、本計画調達機材の維

持管理、及びスペアパーツの追加調達に必要な予算を確保する。 

 ソフトコンポーネントにより習得した法面技術を維持・発展させるため、チン州整備対

象道路に法面予算を配置し、本計画調達機材を活用した法面対策を継続的に実施する。 

 ソフトコンポーネントにより習得した法面技術をもって計画対象地以外の山岳道路につ

いても法面を適切に管理するため、他地域の管轄事務所にも習得技術の共有を行う。 

 本計画により中央訓練センターに調達した訓練機材を活用のうえ、ソフトコンポーネン

トを通じて習得した訓練手法を継続して実施する。 
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